
報告第７号 

公益財団法人藤井寺市勤労者互助会の経営状況の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公

益財団法人藤井寺市勤労者互助会の経営状況を別紙のとおり報告する。 

令和７年６月１０日提出 

藤井寺市長 岡田 一樹   








































































